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東京都知事 小池百合子 様 

 

一般社団法人東京ビルヂング協会 

会長 木村 惠司  

 

 

令和７年度東京都予算等に関する要望 

 

 

１．都市開発事業の推進について 

※ 市街地再開発事業に関する補助金の予算確保等 

※ 用途地域等の適時適切な見直し 等 

 

２．社会経済情勢の変化に対応したビル事業の展開について 

※ 既存の地区計画における用途制限の見直し 

※ 用途変更の円滑化等に対応するための建築安全条例の見直し 

※ 駐車場条例に基づく附置義務台数の見直し 

 

３．エリアマネジメントの推進について 

※ エリマネ団体の運営等に対する財政支援の充実 

※ 屋外広告物条例や公共空間の利活用に関する審査手続きの一層

の迅速化や規制緩和 等 

 

４．２０５０年ゼロエミッション東京の実現に向けた取組について 

※ 再エネ電源都外調達事業、地産地消型再エネ・蓄エネ設備導入

促進事業など、事業者に対する各種支援措置の継続・拡充 

※ 木造オフィスビルの各種効用を定性的・定量的に評価する認証

制度等を検討 
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令和７年度東京都予算等に関する要望事項 

 

一般社団法人東京ビルヂング協会 

 

オフィスビル業界として、東京の国際競争力の強化、魅力あるまちづくり、地

震・風水害等に備えた防災・安全性の向上、地球環境問題への対応など、東京が抱

える諸課題の解決に貢献していくため、令和７年度の東京都予算・制度について以

下の事項を要望いたします。 

 

１．都市開発事業の推進について 

東京の国際競争力の強化等に資する民間主導による都市開発事業の推進を図る

ため、事業者に対する支援措置の継続・拡充、制度の拡充・運用改善等をお願い

したい。 

(1)  市街地再開発事業に関する補助金の予算確保等 

・ 市街地再開発事業は、民間主導により長期間かけて多くの関係者との調整を図

りながら実施されているが、原材料費・エネルギー価格の高騰や賃上げ・人手

不足による労務費の上昇等により、依然として工事費の高騰が継続し、事業が

難航するケースが増加している。事業の大幅な遅延や頓挫は、関係する地権者

の生活再建のみならず、東京の国際競争力の強化等に向けた育成用途や都市イ

ンフラの整備にも多大な影響を及ぼすことになるため、国庫補助金等の確保や

工事費高騰を踏まえた更なる財政支援について国へ働きかけるとともに、東京

都独自の支援措置を含め、国・地元自治体とも緊密に連携して、市街地再開発

事業の施行者に対する公的な財政支援の充実と迅速な予算措置に取り組んで頂

きたい。 

(2)  用途地域等の適時適切な見直し 

・ 住居系地域を含む市街地再開発事業等において、竣工時までに用途地域の見直

し（商業系への変更）が行われず、風俗営業法上、東京のナイトライフの充実

に資する「深夜酒類提供飲食店」「特定遊興飲食店」等のテナント誘致ができ

ない状況が生じている。東京都が定めた「用途地域等に関する指定方針及び指

定基準」に記載のとおり、市街地再開発事業等面的な都市計画事業を行う場合

は、事業の都市計画決定と合わせ用途地域等の変更を行うなど、用途地域等の

適時適切な見直しをして頂きたい。 

(3)  都市開発諸制度及び総合設計制度の拡充 

・ 現行の都市開発諸制度では、中枢広域拠点域内の中核的な拠点地区における育

成用途として導入可能な住宅はサービスアパートメントに限定されているが、

業務・商業をはじめとする都市活動の高度な集積に資する他の質の高い住宅に

ついても対象に追加して頂きたい。 

 

（別 添） 
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・ 宿泊施設の整備に着目した都市開発諸制度の運用については、現在、再開発等

促進区、特定街区及び高度利用地区に限定されているが、東京の国際競争力の

強化や観光都市の実現に向けて、総合設計（宿泊施設推進型）の制度を追加し

て頂きたい。 

(4)  ベイエリアにおける戦略的なまちづくりに向けた施策の展開 

・ ベイエリアにおける文化・エンターテインメント・ＭＩＣＥ等の施設整備（再

開発を含む）にあたり、現行制度下では事業採算性等に課題があるため、ベイ

エリア全体及び各地区エリアのグランドデザインを策定し、その実現に向けた

事業者への支援措置をお願いしたい。 

・ 本年４月に施行された「ベイエリアにおける立体的な緑の整備に係る規定の取

扱い指針」では、ベイエリアにおける一定の開発案件について、新たに緑化率

の引上げ（40％→50％）や見える緑（地盤面から 20ｍ以下の部分の 10％以上を

緑化）等の要件が措置されたが、その運用にあたっては、事業者の創意工夫を

尊重した柔軟な対応をお願いしたい。 

(5)  都市再開発法に基づく権利変換手続の運用改善 

・ 都市再開発法上、組合施行の市街地再開発事業に係る権利変換計画の決定につ

いては、縦覧及び総会の普通決議による手続きが規定されているにもかかわら

ず、認可申請前に組合員の同意書・印鑑証明書等の提出を求める行政指導が行

われており、施行者にとって過度な負担となっているため、当該運用を改善し

て頂きたい。 

 

２．社会経済情勢の変化に対応したビル事業の展開について 

社会経済情勢の変化に対応したビル事業の展開を図るため、各種規制の見直し、

制度の運用改善等をお願いしたい。 

(1)  既存の地区計画における用途制限の見直し 

・ 社会経済情勢の変化に的確に対応した用途変更を行うため、国土交通省発出

「建築物の用途制限等に係るまちづくり手法の柔軟な運用について（技術的助

言）」を踏まえ、既存の地区計画における用途制限（限定的な用途記載）の見

直しについて、具体的な方針やスケジュールを明確にした上で、早急に対応し

て頂きたい。 

(2)  用途変更の円滑化等に対応するための建築安全条例の見直し 

・ 既存ビル内の一部を用途変更する場合に、建築安全条例に基づく防火・避難規

定等がビル全体に遡及適用され、改修に係る過度な費用負担により計画を断念

せざるを得ないケースが見られる。社会経済情勢の変化に対応して既存建築ス

トックを有効活用していくため、本年６月にパブリックコメントが実施された

「東京都建築安全条例の見直しの考え方（案）」に対する当協会の意見も踏ま

えつつ、早急に建築安全条例の見直しを図って頂きたい。 
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(3)  駐車場条例に基づく附置義務台数の見直し 

・ 昨今の駐車場利用の状況（利用率の低下）にかんがみ、駐車場利用の実態調査

の結果を踏まえつつ、事業者側の意見も聞きながら、駐車場条例に基づく附置

義務台数（原単位）等の見直しを進めて頂きたい。 

 

３．エリアマネジメントの推進について 

まちの賑わいづくり・魅力向上のほか、地域の防災・減災等にも重要な役割を

果たしているエリアマネジメント団体（エリマネ団体）の持続的活動を推進する

ため、エリマネ団体の運営等に対する財政支援の充実、屋外広告物条例や公共空

間の利活用に関する審査手続きの一層の迅速化や規制緩和、東京のしゃれた街並

みづくり推進条例による公開空地活用の柔軟化など、行政による一層の支援措置

をお願いしたい。 

 

４．２０５０年ゼロエミッション東京の実現に向けた取組について 

２０５０年ゼロエミッション東京の実現に向けて、再エネ電力の有効活用、Ｅ

Ｖ自動車の普及促進、地域エネルギーネットワークの構築等を推進するため、事

業者に対する各種支援措置の継続・拡充するとともに、十分な予算確保をお願い

したい。 

また、木造オフィスビルの普及促進を図るため、炭素吸収・固定効果やウェル

ネス効果等を定性的・定量的に評価する認証制度等を検討して頂きたい。 

・ 再エネ電源都外調達事業 

・ 地産地消型再エネ・蓄エネ設備導入促進事業 

・ 充電設備普及促進事業［令和６年度限り］ 

・ ビル等への充放電設備（Ｖ２Ｂ）導入促進事業［令和６年度限り］ 

・ スマートエネルギーネットワーク構築事業［令和６年度限り］ 

 

（以 上） 
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６東産協第  ８２号 

令和６年１１月１９日 

 

東京都知事 

 小池 百合子 様 

一般社団法人 東京都産業資源循環協会 

 

    会長 鈴 木  宏 和 

 

 

令和７年度東京都予算に関する要望書 

 

１ 【リチウムイオン電池に関する啓発及び火災対策助成等について】 

リチウムイオン電池火災防止対策については、注意喚起ポスターによる排出事業者への

呼びかけなど積極的に取り組んでいただいているが、引き続きあらゆる手法でリチウムイ

オン電池の危険性と分別の必要性を広く訴えかけていただきたい。 

また、火災検知や消火設備の設置に関する助成や、リチウムイオン電池の選別技術開発

への技術的・財政的な支援をご検討いただきたい。 

さらに、以下の事項について国やその他関係機関に働きかけていただきたい。 

① リチウムイオン電池の組み込み状況、取り外し方等の製品への表示を制度化 

② ＪＢＲＣでの回収対象の拡大（ワイヤレスイヤホン、電子タバコ等電池を簡単に取り外

しできない製品、輸入電池等） 

③ 小型家電リサイクル法の回収対象の拡大（ワイヤレスイヤホン、電子タバコなど） 

 

 

２ 【再生骨材コンクリートの利用促進等について】 

都においては再生骨材コンクリートの利用促進に取組んでいただいているが、再生骨材

コンクリートの JIS を取得したコンクリート工場が少ないため、発注仕様書に記載いただ

いても、出荷可能エリア外の建築・建設工事では、レディーミクストコンクリートに設計

変更せざるをない状況にある。近隣に再生骨材コンクリートの JIS 工場がない場合には、

レディーミクストコンクリートの JIS工場から出荷できるよう、「東京都土木工事標準仕様

書」に所定の要件を追記し、公共工事における再生骨材コンクリートの利用を義務化して

いただきたい。 

また、再生骨材コンクリート利用が特記仕様書に明記されるケースが増えてきた一方で、

打設箇所の特質性や再生骨材コンクリート JIS 工場が近隣にない場合などは設計変更を行

うケースも見受けられる。都関連工事における再生骨材コンクリートの適切な用途での採

用が増加するよう、設計担当者、建設部局担当者等に対する研修会等を実施していただき

たい。 

他方、建設汚泥再生品、コンクリート再生砕石などの再生品については、現在産業廃棄

物処理事業振興財団により有価物該当性審査が行われているが、審査費用が大変高額で認



2 

 

証取得が進んでいないため、これに代わる評価のしくみが考えられないか、検討をお願い

したい。 

 

 

３ 【資源循環、脱炭素のＤＸに関する助成金の継続について】 

国においては「再資源化事業等高度化法」が成立し、今後、ＤＸ化を含め資源循環事業

の高度化が促進されると思われるところ、環境局においても産業廃棄物処理事業者のＤＸ

補助事業が開始された。時宜を得た大変有意義な補助事業であるが、現在のところ期間は

最長で２４カ月となっている。ＡＩ・ＩＴ関連投資については各社のタイミングもあり、

この期間に応募できない企業もある。また、今回システムの基本的な部分について応募で

きても、そのうえで個別具体のシステム開発に進むようなケースもあり、２４カ月以上の

長い期間を要する場合もある。こうしたことから、ＤＸ補助事業については是非継続的な

制度としていただきたい。 

 

 

４ 【再資源化事業等高度化法とその影響等に関する都との情報共有について】 

本年５月、「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律」（再資源化

事業等高度化法）が成立したが、その背景には、廃棄物処分業（静脈産業）から資源循環

産業への転換を期待されていることがある。 

一方、一部の排出事業者（動脈産業）は、この法を活用し、新たに環境事業分門を新設し

て、自ら廃棄物処理を行う考えもあると聞いており、産業廃棄物処分業への影響を懸念す

る声も多い。再資源化等高度化事業に関する国の認可と廃掃法上の処分業許可の関係につ

いても不明な点がある。 

よりよい形で資源循環型社会の形成とサーキュラーエコノミーへの移行が進むよう、東

京都には業界との情報共有と意見交換に一層努めていただくようお願いしたい。 

 

 

５ 【産業廃棄物処理施設群のための用地確保について】 

廃棄物処理業の事業用地確保は年々困難となってきている。一方で、今後再資源化事業

等高度化法の施行により更に高度な資源循環が進むものと期待され、そのためには資源循

環施設の高度化、大型化が必要となってくる。資源循環を推進しサーキュラーエコノミー

への移行を実現するためにも、資源循環施設群（エコタウン）を整備できる用地の確保に

取組んでいただきたい。 

 

 

以上 
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要 望 事 項 

１．エッセンシャルワーカーとしての資源回収業者に対する支援、育成について 

  ～熱中症予防対策、燃料・人件費等高騰対策、車両備品の環境対応、安全運転管理

システムに対する支援が必要である～ 

  

資源回収業務は、「生活の維持に不可欠なエッセンシャルワーク」であり、近年相次

ぐ気候変動による猛暑の中にあっても、日々休むことなく熱中症対策をしながら回収

業務を続けてきた。最近では、資源物及び廃棄物全般の発生量減少や、市況の低迷に

よる売り上げの減少、世界情勢不安による燃料資材価格の高騰、２０２４年問題や運

転免許区分による中型車が運転可能な人員の不足と人件費の高騰、部品調達難による

車両や重機の入手が困難な状況など、急激な社会情勢の変化にあっても、年度当初の

契約の中で各組合員経営努力をしながら雇用を確保し、必要な車両設備を揃え、業務

に当たっている。このような責任と負担の増加は、回収業者の経営の不安定化を招き、

ひいては転廃業を余儀なくされるものも増えて行くほど危機的な状況となっている。

また、近年の地価の高騰は、日本で一番地価の高い東京都内で事業を続けている資源

回収業者にとって、駐車場や選別加工場所を確保する上で大きな負担となっている。

また、安全運転に関して様々な支援装置が開発されているが、これらを導入していく

にも更なる負担増が困難な状況である。こうした厳しい情勢の中でも、SDGｓの目標達

成に向け、各自治体と連携を図りながら環境対策、環境対応をしていかなくてはなら

ない状況にある。 

 

(要望内容) 

  エッセンシャルワーカーである資源回収業者が安心して業務を維持継続できるよ

う、あらゆる側面で都行政として区市町村と連携して回収業者に支援をされたい。 

具体的には、市況の安定化対策と経営支援、空調服やスポットクーラーなどの熱

中症予防対策、燃料資材・人件費等の高騰に対する対策、免許区分の限定解除等の費

用補助など人材確保・育成のための支援、固定資産税の減免措置、車両備品の環境対

応や購入支援、安全運転支援システムの導入に関する助成などを要望する。 

 

 

２．集団回収を始めとする資源リサイクルシステムに対する支援の拡充について 

～安定的な資源リサイクルシステムの確立と集団回収業者に対する支援拡充の必

要がある～ 

 

都内各地域で実施されている集団回収事業は、地域住民のコミュニティ確保の場で

あるとともに、資源リサイクルを通した持続可能な開発目標（SDGs）の最初の入り口

である。その集団回収事業は、資源物の売払いと自治体からの助成金によって運営さ

れている。古紙、古布、金属類、びん・カレットなどの資源物の循環は、全世界に亘る

国際的な流通により成り立っているが、ロシアによるウクライナ侵攻、イスラエルに

よるガザ侵攻、紅海でのフーシ派による海賊行為といった国際的な政情不安により、

国内外の資源物の市況は乱高下を繰り返したり、需給バランスが崩れやすい状態であ
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り、この先も出口が見えず不安定感を増す状況となっている。また、古紙や金属スク

ラップに関しては、相場の高騰により持ち去り問題や盗難被害が相次ぎ、古布に関し

ては、主要な輸出先が限られる上、輸入国の政策や経済状況に左右される状況である。  

当組合は、令和元年後半からの古紙価格の暴落を受け、令和２年１月に「集団回収事

業非常事態宣言」を発令し、多くの区市町村に対し、集団回収事業における業者助成

金制度の新設及び増額をお願いしたが、未だに実現に至らない自治体もあり、回収業

者の地域格差が拡がっている状況である。現在も日経古紙相場は未だ非常事態宣言時

と変わらない状況にある上、古紙の発生減による売り上げの減少、コロナ禍による集

団回収の形態の変化（ステーション回収や戸別収集化）による回収業者の負担増など、

回収業者を取り巻く状況は決していい状況ではない。回収ポイントの増加傾向により、

上部団体である日本再生資源事業協同組合連合会を通じ、一般廃棄物収集運搬に準じ

たシートベルトの装着義務免除を集団回収に拡大するよう警察庁に働き掛けている

が、都市部特有の事情ということもあり、なかなか実現できていない。 

 

(要望内容) 

持続可能な資源循環型社会の形成、維持を目指し、今後も起こりうる緊急事態に

よる国際市況の変化に対応し、安定した資源リサイクルシステムを確保するために、

集団回収事業を始め、資源回収に対する地域格差のない助成や支援を含めた政策の

検討をされたい。集団回収におけるシートベルトの装着免除についても、東京都独

自で警視庁に働きかけを行って頂きたい。 

また、「市区町村との連携による地域環境力活性化事業」についても、区市町村の

２分の１負担や３年間という活用期限がネックになり現状では活用が難しいため、

同制度を活用しやすい形に変えて頂くとともに、集団回収業者に対する支援拡大を

各自治体に要請するように要望する。 

 

 

３．東京都の関連施設におけるリサイクルしやすい素材の活用と分別に関する啓発活

動への協力について 

 

 古紙は昔からリサイクルの優等生と呼ばれている。紙から紙という水平リサイクル

は、江戸時代から事業として成り立つようになり、民間ベースで回収から加工、再生

までのシステムが成立していた。３０年ほど前から、ごみ減量を目的に行政が資源リ

サイクル事業の乗り出すようになり、我々資源回収業者も各市の『廃棄物の処理及び

再利用の促進に関する条例』第１６条に基づき、行政と一体となって古紙を始めとす

る資源回収システムを作り上げ、再資源化率の向上に寄与してきた背景もある。 

 近年、素材の多様化に伴い、ストーンペーパーや古紙を配合した複合素材など、様々

な新素材が環境にやさしいことを訴えて開発されているが、既存のリサイクルルート

に乗せることが困難であるだけでなく、禁忌品としてリサイクルの阻害要因にもなっ

ている。 

 近年古紙の発生減少に伴い、可燃ごみに混入しているリサイクル可能な紙製品（雑

がみ）の回収促進、紙製容器包装の回収とリサイクルに向けた取り組みを各地で進め

ていく中で、雑がみへの禁忌品の混入が増え、昇華転写紙、感熱発泡紙、線香の箱など
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臭いのきつい紙、ロウ引きされた紙など、再生紙製品への影響の大きい禁忌品類を始

め、分別の強化に関する啓発活動を行政と共に行っているが、先述の新素材など禁忌

品類は増えて行く一方である。 

 そして今一度、専ら再生資源物である紙、金属（缶）、びんの良さを見直し、プラス

チック製品の削減にも取り組んでいく必要がある。 

 

 

(要望内容) 

  持続可能な資源循環システムを維持するためには、再生品の活用促進が不可欠で

ある。東京都として、改めて古紙を始めとする繰り返しリサイクル可能な再生製品

の活用を促進するとともに、各自治体と連携し、雑がみや紙製容器包装の回収シス

テム確立に向けた支援及び禁忌品の分別啓発、脱プラスチックに向けた取り組みに

関する支援、協力を要望する。 

 

 

４．東京都資源回収事業協同組合の活用について 

  ～都の公共施設等における資源回収業務に当組合を活用されたい～ 

 

 当組合は都内全域 200 弱の資源回収業者で組織する事業協同組合であり、都内全域

で各自治体や地域住民と共に資源回収システムを構築・運用している団体である。 

 東京都の資源回収は、分別回収を基本としたリサイクルシステムであり、排出者・

回収業者それぞれが経済的合理性や利便性にとらわれず、互いに協力し合い成り立っ

ている。江戸時代から続くリサイクルの心を具現化したものであり、２０２０ＴＯＫ

ＹＯオリンピック・パラリンピック競技大会の各開催施設においても、分別回収に対

する都の姿勢を示すべく、資源回収事業に参加させて頂いた。 

 

(要望内容) 

  今や世界基準となっている「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」の「つくる責任つ

かう責任」に対する東京都の姿勢と取り組みはさらに重要なものとなるため、都の

公共施設等における資源回収業務や、2025 年に開催予定の世界陸上及びデフリンピ

ック競技大会の各開催施設の資源回収業務に、実務及び窓口業務を担うことの出来

る当組合を活用されたい。 
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会 長   尾 崎 義 美 
 
 

令和７年度ＬＰガス設備導入等の要望書 
 
 

 令和６年は新年早々に石川県能登地方を震源とする能登半島地震が発生し甚大な被害が
生じました。８月には日向灘を震源とするマグニチュード７．１の地震が発生し、南海ト
ラフ地震臨時情報（巨大地震注意）が発表されました。また、７月に東北地方では線状降
水帯による河川の氾濫等が発生しております。近年、東日本大震災を皮切りに平成２８年

熊本地震や平成３０年７月豪雨、令和元年房総半島台風、令和元年東日本台風及び令和６
年能登半島地震等大規模災害が毎年のように発生し、甚大化の一途をたどっています。今
後も、大災害発生のおそれは常にあり、ライフラインの途絶についても想定が必要となり
ます。 
東日本大震災では、被災者はライフライン途絶に長期間にわたり、困窮を極めました。

各ライフライン事業者は早期復旧に努め、その中でもＬＰガスは発災より約１か月後の４
月２１日に完全復旧となっております。（都市ガス完全復旧５月３日、電力完全復旧６月
１８日）また、主要な自動車用燃料であるガソリンと軽油の一時的な供給不安が発生し、
特に支援物資等を運搬する物流部門に対し大きな影響を与えましたが、ＬＰガスを燃料と
するＬＰガス自動車については、タクシーや配送車等にも特に支障なく供給を継続するこ

とができたため、大きな混乱は起こりませんでした。 
直近の能登半島地震では、避難所や仮設住宅にてＬＰガスは避難者の一助となってお

り、通信会社基地局復旧の選択肢となる可搬型衛星アンテナの電源としてＬＰガス発電機
が採用され、優位性を発揮しております。 
ＬＰガスは、「第６次エネルギー基本計画」において災害時エネルギー供給の「最後の

砦」と記載され、平時のみならず緊急時にも対応できるような強靱な供給体制を確保する
ことが重要である旨明記されております。不意の災害による避難先における炊き出しや熱
供給・電力供給の役割を遺憾なく発揮するために、ＬＰガス業界に課せられた役目は計り
知れません。エネルギー多様化の推進としても、災害に強い分散型エネルギーであるＬＰ
ガス仕様設備設置推進、ＬＰガス自動車導入促進のご検討をお願い申し上げます。 
 
 

記 

 

＜＜令和７年度具体的な予算要望＞＞ 
１．避難所等への『ＬＰガス仕様設備』等の設置推進要望 
ＬＰガスは環境性にも優れ、分散型エネルギーとして災害時においても軒下在庫を接続するこ 
とにより、電気のライフラインも確保されます。 

  自立型ＬＰガス仕様空調設備とＬＰガス発電機を設置する事により、災害時の停電でも帰宅困 
難者に、電気・食事・暖房を提供することができます。 

 （１）要望内容 
災害対策として避難所等に常設の『ＬＰガス仕様の空調設備・給湯器・発電機』等の設置に 
関する助成金の予算化を要望します。   

（２）避難所となる設置先 
   ①学校 ②一時滞在施設 ③帰宅支援ステーション ④その他の指定避難所 
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２．保安の充実強化 
  （１）例年開催している保安講習会について、販売事業者におけるより高度な保安の確保に向

けた内容等を検討し、保安技術レベル向上に資するメニューの予算化を要望します。 
  （２）年４回の会報誌を発刊し、保安情報の周知等をおこない、ＬＰガスの保安確保をおこなっ

ています。今後、東京都と連携して保安高度化情報発信を推進して参ります。 
 
３．ＬＰガス自動車導入促進 
  （１）環境にやさしい『次世代タクシー導入補助金』については、継続して予算化を要望します。 
 
 
＜＜国の配送合理化補助金に関する継続要望＞＞ 

国は、石油ガスの小売価格低減に資することを目的としてＬＰガス事業者の人手不足解消、 
配送業務の効率化を図り、遠隔でのガス栓の開閉や遠隔検針が可能なＬＰＷＡ通信機器等
（スマートメーター）、配送車両等、充てん所の自動化等に資する設備導入にかかる費用の一 
部を補助する事業を実施しています。 

１．要望内容 
  （１）当協会会員の多数を占める中小零細企業向けに、補助対象経費を考慮したＬＰＷＡ設置 
    の補助金につきまして、保安体制の高度化推進、災害時の早期の復旧の実施、遠隔地で 
    の人手不足の解消、検針業務の合理化に向け、ＬＰＷＡ設置促進のため、国に対して補助 

金の継続について強く要望して頂きたい。 
（２）現在、国のＬＰＷＡ補助金交付下限額は１００万円となっていますが、中小零細企業は規 
模の関係から対象外となっている現状に鑑み、下限額の撤廃をするよう国に要望して頂き 
たい。 
 

＜＜災害時における中核充填所の維持への要望＞＞ 
東日本大震災の教訓から、ＬＰガスサプライチェーンの強化として大規模災害時において、

被災地の避難所、拠点病院等へＬＰガスを優先的に供給することを目的に、石油の備蓄の確
保等に関する法律による、災害時石油ガス供給連携計画に基づく防災訓練の実施及びＬＰガ
スの防災対応体制の整備を行うため、都内では１１カ所の中核充填所が整備されております。 

１．要望内容 
（１）中核充填所が整備されてから、約１０年が経過しているため、災害時にも稼働が可能と 
   なるよう設備更新等が必要であり、その費用補助を国に要望して頂きたい。 

 
以上 
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団体名 一般社団法人東京都冷凍空調設備協会 

 

一 事業の目的について 

 

 本事業の目的は、気候変動の影響を緩和することを目的とし、業務用冷凍空調機器

に使われているフロン類（フルオロカーボン類）の大気排出を抑制する施策である。 

 

環境省公表による 2022 年度の国内温室効果ガスの総排出量は、約 11 億 3500 万トン

で、2021 年度比で 2.5%の減少となり、省エネの進展、電力の低炭素化推進等により、

2013 年度比では 19.3%減と、進捗が見られている。一方、冷凍空調機器の冷媒として

使用されているハイドロフルオロカーボン類の排出量は 4610 万トンで、2013 年度比約

52%増と、依然として増加傾向が続いている。 

2050 年のカーボンニュートラル実現には、各種温室効果ガスのさらなる削減が必要

であり、特にハイドロフルオロカーボン類は、2030 年までに 2013 年度比 55%削減とい

う厳しい目標値が掲げられている。また東京都では 2050 年のゼロエミッション東京の

実現を掲げ、令和 4 年 9 月に策定した「東京都環境基本計画」では、フロンの削減目

標を 35％減から 65％減に引き上げ、機器廃棄時漏えい対策の強化、ノンフロン機器へ

の転換加速、機器使用時漏えい防止のための管理支援等が具体的取組みとして明記さ

れている。 

 

 当協会は「都民に対する冷凍空調機器の取扱いに関する啓発」が事業の柱の一つで

あり、従来から東京都と連携してこの問題に積極的に取り組んでいる。 

令和６年度は 

① 機器廃棄時漏洩対策の強化として 

充填回収業者の総合的な技術水準を把握し、フロン回収率向上に向けて事業 

者の技術力向上策につながる施策の提示。 

② 機器使用時漏えい防止のための管理支援として 

東京都が実証試験をした、漏えい検知に関する先進技術について、PR 用冊 

子・動画の製作、セミナー開催等により、普及促進業務の実施。 

③ 機器使用時漏えい防止のためのフロン排出抑制法の周知・啓発として 

フロン排出抑制法の最新情報を広く都民や関係者へ周知・啓発するため、フ 

ロン対策講習会を実施。 

を予定している。 

 

そこで令和７年度は、前年度の継続事業及び新規事業として 

１．機器廃棄時漏えい対策の強化として 

充填回収業者の技術力を評価する制度を構築し、事業者の技術力向上、及 

びフロンの回収率向上を図る。 

 

令和７年度（2025 年度） 要 望 事 項 
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   ２．ノンフロン機器への転換加速として 

冷凍空調機器の入替えに加えて、機器本体は継続使用し、温暖化影響の 

少ない冷媒への転換（レトロフィット）等の促進を図る。 

 

３．機器使用時漏えい防止のためのフロン排出抑制法の周知・啓発として 

フロン排出抑制法の最新情報を広く都民や関係者へ周知・啓発するため、 

フロン対策講習会を継続実施する。 

 

これらの事業を実施することで、業務用冷凍空調機器のライフサイクルにおける中

下流域、すなわち使用時及び廃棄時におけるフロン類の大気排出を抑制しつつ、フロ

ンそのものの使用量低減による環境負荷影響の低減を図る。 

 

具体的には以下のとおり。 

１．機器廃棄時漏えい対策の強化 

 事業の件名：「充填回収業者の技術力評価制度の構築」 

事業の概要：充填回収業者の技術力を評価する制度を構築し、優良な事業者に対 

して評価を行い、受注機会の拡大を促すことで、フロンの回収率向上

につなげる。 

事業の内容：令和７年度は令和 6 年度に実施する充填回収業者の技術水準の把握と

策定する回収率の向上に資する技術基準に基づき、事業者毎の回収技

術や指導履歴等を総合的に勘案し、事業者の評価を行う制度を構築す

る。 

事業の対象：充填回収業者 

広報手法 ：評価結果については、何らかの広報手段により広く知らしめる。 

 

２．ノンフロン機器への転換加速 

 事業の件名：「ノンフロン空調の都市型面的導入の推進」 

 事業の概要：主に商業施設や工場施設等に使われるフロン冷媒使用の冷凍空調機器 

のうち、面的に冷暖房を行う大型機器を対象に、冷媒転換（レトロフ

ィット）などの推進に向けた取組を実施する。  

 事業の内容：令和 7 年度は、事業者と連携し、新冷媒やレトロフィット等の最新技

術の活用による効果や課題等を整理し、広く周知する。 

 事業の対象：機器ユーザ(管理者)、機器製造メーカ 

 

 

３．フロン排出抑制法の周知・啓発 

事業の件名：「フロン対策講習会の開催」 

事業の概要：フロン排出抑制法に基づく機器管理の実態、立入検査の事例、充塡・ 

回収量、算定漏えい量などの集計資料、回収技術、漏えい対策技術、 

今後のフロン動向など、最新情報を講演する。 
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事業の内容：(1)機器ユーザ⇒点検によるフロン漏えい防止を周知・啓発する。 

(2)機器設置業者、保守・整備業者⇒法に基づく責務の周知・啓発、フ 

ロン排出抑制技術の向上をはかる。 

(3)解体業者⇒解体時のフロン排出抑制の重要性を周知・啓発する。 

場所：東京都内の公用施設、地域会場等 

回数：1 日午前・午後 2 回制 計 4 回程度開催予定 

事業の対象：充填回収業者を中心にすべての関係者、延べ 1,000 名程度 

 

以上 3 件を要望する。 

 

 

二 事業のスケジュール及び実施団体について 

 

 １．実施期間 ：令和 7 年 4 月から令和 8 年 3 月 

 ２．報告書提出：中間報告 令和 7 年 11 月、最終報告 令和 8 年 3 月 

 ３．実行団体 ：一般社団法人 東京都冷凍空調設備協会 

         会  長（代表理事）：村山正策  

         窓口担当（専務理事）：関口恭一  

         事業担当（理事・技術委員長）：光永 佳仁 

         〒105-0011 東京都港区芝公園 3-5-8 機械振興会館 402-2 号室 

         電話：03-3437-9236 FAX：03-3459-1474 

         http://www.toreikyo.or.jp e-mail：trk1@toreikyo.or.jp 
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要 望 書

一般財団法人東京私立中学高等学校協会
東京都私立中学高等学校父母の会中央連合会

令和7年度「私学振興予算等」に関する

令和 6年 1 1月
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一般財団法人東京私立中学高等学校協会

東京都私立中学高等学校父母の会
中央連合会

会 長

会 長

東 京 都 知 事 殿

東京都議会議長 殿
近 藤 彰 郎

鹿 濱 德 雄

令和７年度「私学振興予算等」に関する要望について

東京都、東京都議会の皆様におかれましては、私立学校の振興を都政の最重要事項の
一つとして位置づけ、その充実にご尽力いただくとともに、保護者が負担する教育費の
軽減につきましても、令和 6年度から都内在住の私立中高に通う生徒の保護者に対する
授業料軽減制度において、私立学校の自主性を損なうことなく所得制限を撤廃いただく
などご理解ご高配を賜り関係者一同心から感謝申し上げます。
私立学校は創立者の建学の精神に基づく特色ある教育活動を積極的に展開し、国公立
学校とともに公教育を担っております。私立学校の健全な発展を図ることを目的として
昭和 50 年に制定された「私立学校振興助成法」による公費助成の法的保障により、私
立学校は今日まで公共性を保ちつつ重要な役割を果たすとともに、先人たちが築き上げ
てきた自主性・独自性を守り続けることができております。

さて、東京都は令和７年度予算を「不透明な社会情勢の中、100 年先を見据え、『成長』
と『成熟』が両立した持続可能な都市へと発展し、全ての人が輝く明るい『未来の東京』
を実現する予算」と位置付けております。
子どもの育成において重要な期間である中等教育を担う私立学校は、従来から取り組
んでいる各校独自の教育活動に必要な環境整備や人材確保に係る経費を保護者の負担に
配慮しながら創意工夫を凝らして捻出しております。
しかし、近年の諸物価の高騰による管理経費の急増や、将来の生徒数減少が学校経営
に大きく影響を及ぼすことが想定される中、今こそ十分な財政支援が必要です。
将来を担う子供たちの資質・能力を育成するための「私立学校の教育活動充実に必要
な経費」についても、時機を失せず、各校のニーズに合わせて選択できるような補助制
度を設けていただくなど、特段の配慮を賜りますようお願いいたします。

私立学校が公教育に果たしている役割に鑑み、「私立学校振興助成法」の目的である
私立学校が効率的な学校運営を図りながら財政基盤を強化し、より良い教育環境の整備
充実、子どもたちの能力や個性に応じた質の高い教育を安定的に供給するとともに保護
者が負担する教育費の公私間較差の是正のため、下記の事項について、より柔軟かつ弾
力的な運用が行われるとともに、更なる公費負担の拡充・強化を要望いたします。
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要 望 事 項

１．私立学校教育の更なる充実のため、私学助成の基本である経常費補助の拡充強化
私立学校がより良い教育環境の整備・充実を図り、子どもたちの能力や個性に応
じた質の高い教育を安定的に提供するためには、「私立学校振興助成法」の主旨を
踏まえた効率的な学校運営の取り組みによる健全な財政基盤の構築が重要であると
ともに、公による適切な財政支援が必要不可欠です。
近年、東京都の私立学校に対する理解の進展により私学振興予算の総額は拡大し
ているものの、その多くは保護者負担の軽減に充てられており、学校に対する直接
補助である経常費補助の水準には大きな変化はありません。諸物価高騰による管理
経費の急増や教員の処遇改善を含めた人件費の増加による私立学校経営の負担増に
対し、私学助成の基本である経常費補助金にかかる人件費、物件費等の算定基礎額
について、物価高騰を適切に反映し増額いただくよう強く要望いたします。

２．保護者負担軽減制度の拡充強化
東京都では、令和 6年度から都内在住の私立中高に通う生徒の保護者に対する授
業料軽減制度において所得制限を撤廃いただくなど父母負担教育費の軽減に対し、
多大なご理解をいただき感謝申し上げます。
しかしながら、都内中学生の４人に 1人が在籍する私立中学校におきましては年
額 10 万円の支援にとどまっており、私立高等学校の支援額である年間平均授業料
には遠く及ばず私立中学校の授業料は保護者にとって大きな負担となっておりま
す。（令和 6年度私立中学校の年間平均授業料：50 万 3,774 円）
一方、東京都では、設置義務のない中高一貫教育校において、前期課程は「義務
教育の無償」を理由に授業料を課していないため、中高一貫教育を希望し入学した
生徒・保護者が負担する教育費に大きな公私間較差が生じております。そのため、
特に収入額の低い世帯に配慮しながら支援額を平均授業料まで増額いただくことを
要望いたします。

３．教育活動におけるＤＸ化に対する補助の拡充強化
学校の教育活動において、既にＰＣ端末やタブレット等のＩＣＴ機器の活用は必
須なものになっておりますが、これまで積極的に導入・整備を進めてきた私立学校
では、その多くは保護者が経費を負担しております。
都内の私立高等学校では、全日制・定時制の新入生を対象に令和４年度から開始
された「私立高等学校新入生端末整備費助成事業」により、保護者負担が軽減され、
更に整備の進展が見込まれる一方、私立中学校では、国のＧＩＧＡスクール構想に
基づく「ＩＣＴ教育整備推進事業」により整備が進められてきたところですが、私
立学校の整備方針と異なり、学校物品として整備する端末を補助対象としており、
加えて補助率も１／２に留まっているため、全額補助の国公立中学校と比べて整備
が進捗しておりません。そのため、都の「私立高等学校新入生端末整備費助成事業」
制度を中学校にも拡大し、公私間の整備較差が是正されるよう要望いたします。

４．グローバル人材育成に対する支援の拡充強化
様々な分野でグローバル化が進展する中、東京都においては、「私立高等学校海
外留学推進補助」により私立高校生の海外留学の促進が図られているものの、今後
更に留学者数のすそ野を広げ、世界の様々な分野で活躍できる国際的な感覚を身に
つけた人材を育成するために支援制度の大幅な拡充は必要不可欠です。
都立学校がグローバル人材育成に向けた様々な取組みを公費で行う中、私立学校
に通う生徒に対しても都立学校と同様に多様な実施形態に対して支援いただくとと
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もに、生徒の研修旅行費用について、海外での滞在費や航空運賃の世界的高騰によ
る実勢価格を考慮し、補助額の増額を要望いたします。
また、教員の国際感覚の醸成及び指導力向上に資する取組は更に加速していく必
要があるにも関わらず、現在の「教員海外派遣研修事業費補助」では派遣先の国の
公用語が英語に限定されていることや派遣対象が５教科の教員に限定されているこ
と等、研修計画が立てづらい状況にあることから、より活用しやすい制度へ見直す
とともに生徒と同様に物価高騰への対応を要望いたします。

５．専門知識を有する人材の活用に対する支援の新設等
私立学校の特色ある教育の展開や生徒の多様なニーズへの対応、更には優秀な教
員を確保するための業務改善には、教員が担うべき業務に専念できるようソーシャ
ルワーカーをはじめ様々な専門知識を有する人材の活用が不可欠です。しかし、こ
のような人材の活用経費の多くは、現在の補助制度の対象経費となっておらず、既
に補助の対象であるスクールカウンセラーやＩＣＴ支援員等も助成内容が実態とか
け離れたものとなっており、学校経営の大きな負担となっております。
そのため、スクールカウンセラーやＩＣＴ支援員に対する助成について、既存の
算定単価を大幅に改善し、適正な水準に拡充いただくとともに、教育の質の向上と
教職員の働き方改革等を目的に私立学校が雇用する多様な人材の人件費・報酬に対
しても、公費負担とする制度の新設を要望いたします。

６．生徒の安全・安心に対する支援の拡充強化
生徒の命を守るために今後発生が懸念される首都直下地震等の大規模地震に備え
る私立学校の全施設の耐震化や体育館の空調整備は重要なことから、引き続き補助
制度の堅持を要望いたします。非常用食料の更新については、各校によって更新時
期が異なることから、助成の事業年度を限定せず継続的に実施いただくよう要望い
たします。また、生徒や教職員の安全を確保するため、防犯カメラや警備員の配置
および登下校時の安全管理や指導に要する人員などに係る経費に対する支援を要望
いたします。
併せて、私立学校が障害のある生徒の入学する権利を保障するために必要となる
合理的配慮の提供に係る経費については、公立学校に比べ基礎的環境整備が十分で
ないことから必然的に負担が大きくなり、その学校に通う生徒の保護者がその一部
を負担せざるを得ない状況にあるため、必要が生じた際には費用の全額が補助され
るよう要望いたします。

７．環境に配慮した施設設備等の整備・改修に対する支援の拡充
2030 年のカーボンハーフ、その先の「ゼロエミッション東京」の実現に向け、各
方面で様々な取組が進められております。私立学校においても、経費節約、生徒の
環境意識の醸成、及び国・都の環境施策への協力のために省エネ施設設備の積極的
な導入に取り組んでいるものの、学校の事情により整備が実施出来ていない学校も
存在いたします。東京都の重要政策にかなう環境配慮にかかる施設整備については
その全額を補助いただくことを要望いたします。

８．私学振興のための税制改正等、国に対する要望実現のための協力
私立学校に通う生徒の保護者は、自分の子供の教育費負担に加え、納税者として
公立学校にかかる教育費をも負担しているという不平等な状況にあります。しかし、
国の制度である就学支援金制度だけで保護者の負担軽減を解消することは困難であ
るため、日本私立中学高等学校連合会と協力し、教育費を税額控除する「教育費減税」
の創設を国に対し強く要望しております。この要望実現のため、東京都から国に対
し積極的なご協力をお願いいたします。

以　上
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父 母 の 願 い

私立学校は、独自の教育方針と個性豊かな校風を持ち、それぞれが特色ある教育を行っ
ております。私たちが子供を私立学校に学ばせる理由はここにあります。
また、東京の私立学校が我が国の教育にも大きな役割を果たしていることは、誰もが
認めるところであります。これまで東京都並びに東京都議会の諸先生方には、私学振興
の拡充のため、格別のご理解とご高配を賜り、深く感謝いたしております。
私たちは、私立学校に通う自分たちの子供の授業料を納入し、また、納税者の一人と
して、公立学校に通っている子供の授業料までをも負担していることから、住民間の大
きな負担較差を一刻も早く是正し、税金の公平な配分を進めていただきたいと願ってお
ります。

まず、私立学校運営の中核となる補助であります経常費補助については、私立学校が
特色ある教育を展開するために必要な環境整備や人材確保に多くの経費が必要と聞いて
おり、近年の諸物価の高騰による管理経費の急増や将来の生徒数減少等による学校経営
への影響が懸念されます。教育は未来への投資として社会全体で支えるという理念のも
と、子供たちの意思と能力に応じた質の高い教育が行われるための教育環境の確保・充
実を図るため、経常費補助の更なる拡充強化を強くお願い申し上げます。

次に東京都における父母の負担する教育費の軽減においては、令和 6年度から都内在
住の私立中高に通う生徒の保護者に対する授業料軽減制度について、所得制限の撤廃を
国に先立って実施いただいており、日本全体の教育費の軽減に対する機運を高めていた
だいたことに改めて深く感謝申し上げます。しかし、私立中学校では、国公立中学校の
授業料が無償であるため、同じ中高一貫教育校でありながら公私間で依然、大きな較差
が生じており、中学生の父母への助成を拡充いただくことが特に重要と考えております。
本来、教育の場である学校を選ぶことは自由でなければなりません。私たち父母は、
子供の自己実現のため、より良き教育を求め、独自の教育方針に賛同したからこそ、子
供を私学に学ばせているのであって、すべての父母が、決して経済的にゆとりがあるわ
けではありません。諸物価高騰が家計に多大な影響を及ぼす中、父母の教育費負担の更
なる軽減が望まれます。

東京都知事並びに東京都議会の諸先生方におかれましては、どうぞここに参集いたし
ました私たち父母の切実な、そして心からの願いである「父母負担教育費の公私間較差
の是正」を一日も早く実現し、私立学校が安定して存続できる基盤をつくっていただく
とともに、家庭の経済状況によってあきらめることなく、誰もが自由に学校を選択でき
る社会となりますよう、お力添えを切にお願い申し上げます。
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令和７年度私学振興予算要望期成大会

実現と教育水準維持・向上のための支援補助制度の拡充強化

大 会 決 議

本日、この大会に集う、私たち私立学校父母の代表は、

我が国の将来を担う人材育成のため、建学の精神に基づく、

自主性・独自性を発揮した特色ある私立学校教育のより一

層の充実並びに父母と子供たちがより良き教育を求め、家

庭の経済状況に関わらず、自由に学校選択ができる環境を

整えるべく、東京都及び東京都議会に対して、次の事項を

要望し、その実現を期待して大会決議といたします。

記

一、私立学校教育の更なる充実のため、経常費補助の拡充強化

一、父母負担教育費の公私間較差の是正

一、学校に求められる新たな教育にかかる費用への100％補助の
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東京都の高等学校数と生徒数（全日制・定時制）

摘要

年度

総 数 国 立 公 立 私 立

学 校 生 徒 学 校 生 徒 学 校 生 徒 学 校 生 徒

昭和23 384 135,142 3 0.7 799 0.5 123 32.0 56,597 41.8 258 67.1 77,766 57.5

25 396 194,939 5 1.2 1,278 0.6 138 34.8 106,997 54.8 253 63.8 86,664 44.4

30 400 286,464 7 1.7 3,045 1.0 143 35.7 141,894 49.5 250 62.5 141,525 49.9

35 402 407,175 7 1.7 3,162 0.7 142 35.3 159,324 39.1 253 62.9 244,689 60.0

40 421 584,988 7 1.6 4,088 0.6 155 36.8 209,316 35.7 259 61.5 371,584 63.5

45 417 420,748 7 1.6 3,735 0.8 157 37.6 184,092 43.7 253 60.6 232,921 55.3

50 431 433,889 7 1.6 3,697 0.8 174 40.3 178,815 41.2 250 58.0 251,377 57.9

55 456 477,208 7 1.5 3,960 0.8 204 44.7 210,772 44.1 245 53.7 262,476 55.0

60 465 526,910 7 1.5 3,989 0.8 213 45.8 240,385 45.6 245 52.7 282,576 53.6

63 467 542,098 7 1.5 3,992 0.7 215 46.0 249,839 46.1 245 52.5 288,267 53.2

平成元 468 543,166 7 1.5 4,021 0.7 216 46.1 248,893 45.8 245 52.4 290,252 53.5

5 467 446,828 7 1.5 4,031 0.9 216 46.3 192,254 43.0 244 52.2 250,543 56.1

10 458 369,403 7 1.5 3,895 1.1 214 46.7 157,386 42.6 237 51.8 208,122 56.3

14 456 338,051 6 1.3 3,453 1.0 212 46.5 146,264 43.3 238 52.2 188,334 55.7

15 452 329,659 6 1.3 3,463 1.0 208 46.0 142,045 43.1 238 52.7 184,151 55.9

16 445 325,178 6 1.3 3,473 1.1 201 45.2 139,699 42.9 238 53.5 182,006 56.0

17 448 318,279 6 1.4 3,487 1.1 204 45.5 136,069 42.7 238 53.1 178,723 56.2

18 451 311,369 6 1.3 3,438 1.1 207 45.9 132,589 42.6 238 52.8 175,342 56.3

19 450 306,695 6 1.3 3,481 1.1 206 45.8 130,236 42.5 238 52.9 172,978 56.4

20 447 306,503 6 1.3 3,490 1.1 203 45.4 129,663 42.3 238 53.3 173,350 56.6

21 438 308,375 6 1.4 3,523 1.1 195 44.5 130,841 42.4 237 54.1 174,011 56.4

22 435 313,241 6 1.4 3,445 1.1 192 44.1 133,558 42.6 237 54.5 176,238 56.3

23 434 313,779 6 1.4 3,378 1.1 191 44.0 134,864 43.0 237 54.6 175,537 55.9

24 432 315,262 6 1.4 3,327 1.1 189 43.8 136,097 43.2 237 54.9 175,838 55.8

25 431 312,593 6 1.4 3,316 1.1 188 43.6 135,274 43.3 237 55.0 174,003 55.7

26 431 315,967 6 1.4 3,323 1.1 188 43.6 136,898 43.3 237 55.0 175,746 55.6

27 429 316,839 6 1.4 3,296 1.0 186 43.4 137,251 43.3 237 55.2 176,292 55.6

28 429 318,368 6 1.4 3,279 1.0 186 43.4 137,759 43.3 237 55.2 177,330 55.7

29 429 316,832 6 1.4 3,246 1.0 186 43.4 137,340 43.3 237 55.2 176,246 55.6

30 429 314,305 6 1.4 3,262 1.0 186 43.4 135,741 43.2 237 55.2 175,302 55.8

令和元 429 310,285 6 1.4 3,242 1.0 186 43.4 133,349 43.0 237 55.2 173,694 56.0

2 428 306,229 6 1.4 3,266 1.1 185 43.2 130,180 42.5 237 55.4 172,783 56.4

3 429 301,648 6 1.4 3,231 1.1 186 43.4 126,736 42.0 237 55.2 171,681 56.9

4 429 299,883 6 1.4 3,218 1.1 186 43.4 124,723 42.0 237 55.2 171,942 57.3

5 429 299,792 6 1.4 3,183 1.1 186 43.4 123,957 41.3 237 55.2 172,652 57.6

6 429 302,411 6 1.4 3,211 1.1 186 43.4 125,386 41.5 237 55.2 173,814 57.5
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東京都の中学校数と生徒数

摘要

年度

総 数 国 立 公 立 私 立

学 校 生 徒 学 校 生 徒 学 校 生 徒 学 校 生 徒

昭和23 732 285,074 8 1.0 2,340 1.8 472 64.4 181,020 63.4 252 34.4 101,714 35.7

25 623 327,881 9 1.4 3,581 1.0 382 61.3 233,638 71.2 232 37.2 90,662 27.6

30 620 455,204 8 1.3 3,633 0.7 409 65.9 389,455 85.5 203 23.7 62,116 13.6

35 676 500,512 8 1.1 3,543 0.7 463 68.4 426,088 85.1 205 30.3 70,881 14.1

40 711 450,669 8 1.1 3,726 0.8 497 69.9 387,389 85.9 206 28.9 59,554 13.2

45 713 371,554 8 1.1 3,818 1.0 507 71.1 320,616 86.2 198 27.7 47,120 12.6

50 745 429,064 8 1.0 3,570 0.8 546 73.2 370,841 86.1 191 26.6 54,653 12.7

55 804 481,278 8 1.0 3,610 0.7 613 76.2 424,048 88.1 183 22.8 53,620 11.1

60 852 532,336 8 0.9 3,637 0.7 658 77.2 467,230 87.8 186 21.9 61,469 11.5

63 857 486,881 8 0.9 3,665 0.8 664 77.5 417,007 85.6 185 21.6 66,209 13.6

平成元 858 451,242 8 0.9 3,616 0.8 665 77.5 380,448 84.3 185 21.6 67,178 14.9

5 857 380,066 8 0.9 3,592 0.9 665 77.6 297,397 78.2 184 21.5 79,077 20.8

10 848 339,365 8 0.9 3,613 1.1 662 78.1 255,980 75.4 178 21.0 79,772 23.5

14 839 305,622 7 0.8 3,250 1.1 653 77.8 227,713 74.5 179 21.4 74,659 24.4

15 839 299,439 7 0.8 3,253 1.1 653 77.8 221,854 74.1 179 21.4 74,332 24.8

16 837 295,387 7 0.8 3,249 1.1 651 77.8 217,509 73.6 179 21.4 74,629 25.3

17 832 295,843 7 0.9 3,245 1.1 645 77.5 216,664 73.2 180 21.6 75,934 25.7

18 828 298,062 7 0.8 3,246 1.1 640 77.3 217,332 72.9 181 21.8 77,484 26.0

19 826 304,557 7 0.8 3,116 1.0 636 77.0 221,426 72.7 183 22.1 80,015 26.3

20 822 307,538 7 0.8 2,979 1.0 631 76.8 222,919 72.5 184 22.4 81,640 26.5

21 817 311,305 6 0.7 2,819 0.9 627 76.8 225,885 72.6 184 22.5 82,601 26.5

22 822 309,246 6 0.7 2,816 0.9 629 76.5 225,364 72.9 187 22.7 81,066 26.2

23 819 311,987 6 0.7 2,799 0.9 626 76.4 229,483 73.6 187 22.8 79,705 25.5

24 819 311,759 6 0.7 2,799 0.9 625 76.3 231.212 74.2 188 23.0 77,748 24.9

25 818 312,764 6 0.7 2,783 0.8 624 76.3 235,384 74.6 188 23.0 76,597 24.5

26 817 311,840 6 0.7 2,776 0.9 623 76.3 233,932 75.0 188 23.0 75,132 24.1

27 815 310,874 6 0.7 2,755 0.9 621 76.2 233,762 76.2 188 23.1 74,357 23.9

28 808 306,820 6 0.7 2,767 0.9 614 76.0 229,731 74.9 188 23.3 74,322 24.2

29 807 304,199 6 0.7 2,764 0.9 613 76.0 227,218 74.7 188 23.3 74,217 24.4

30 804 300,085 6 0.7 2,705 0.9 611 76.0 222,876 74.3 187 23.3 74,504 24.8

令和元 804 300,377 6 0.7 2,644 0.9 610 76.0 222,730 74.2 188 23.3 75,003 25.0

2 803 304,405 6 0.7 2,582 0.8 609 75.8 225,116 74.0 188 23.4 76,707 25.2

3 801 311,049 6 0.7 2,576 0.8 608 75.9 229,999 73.9 187 23.3 78,474 25.2

4 801 313,353 6 0.7 2,575 0.8 608 75.9 230,894 73.7 187 23.3 79,896 25.5

5 800 314,459 6 0.8 2,553 0.8 607 75.9 230,649 73.3 187 23.3 81,257 25.8

6 799 313,943 6 0.8 2,568 0.8 606 75.8 228,678 72.8 187 23.4 82,697 26.3

学校基本調査速報

－ 7 －




